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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線信号を送信する通信装置であって、
　前記通信装置から送信された第１の無線信号の再送信号を生成する再送信号生成部と、
　前記通信装置を含む任意の通信装置から前の伝送機会で送信された第２の無線信号と前
記第１の無線信号とが少なくとも一部の周波数で重複した場合に、重複した周波数に配置
された前記第１の無線信号の部分スペクトルと同一の情報を示す前記再送信号に対し、周
波数軸上でサイクリックシフト処理を施す処理部と、
　前記処理部で得られた再送信号を周波数に配置する周波数割当部と、
　前記周波数割当部により生成された信号を送信する無線送信部と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　請求項１記載の通信装置が複数の送信アンテナを具備していたとき、
　前記第２の無線信号は、前記通信装置が具備するいずれか他の前記送信アンテナが送信
した無線信号であることを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記第２の無線信号は、前記第１の無線信号と少なくとも同一の送信アンテナを含む送
信アンテナの１つまたは複数から送信される無線信号であることを特徴とする請求項１記
載の通信装置。
【請求項４】
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　第１の通信装置と第２の通信装置を含む無線通信システムであって、
　前記第１の通信装置は、前記第１の通信装置を含む任意の通信装置から送信された第２
の無線信号と少なくとも一部の周波数で重複して第１の無線信号を送信し、
　前記第２の通信装置は、受信した前記第１の無線信号の検出に誤りがあった場合に前記
第１の通信装置へ再送要求を行ない、
　前記第１の通信装置は、前記再送要求を受けて再送信号を送信する場合に、前記第１の
無線信号の周波数スペクトルに対して周波数軸上でサイクリックシフト処理を施して送信
することを特徴とする無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号を重複させて通信を行
なう場合において、重複を許容した信号の再送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３．９世代の携帯電話の無線通信システムであるＬＴＥ（Long Term Evolution）シ
ステムの標準化がほぼ完了し、最近ではＬＴＥシステムをより発展させたＬＴＥ－Ａ（LT
E-Advanced）が、第４世代の無線通信システム（IMT-Aなどとも称する。）の候補の一つ
として標準化が行なわれている。一般的に、移動通信システムの上り回線（移動局から基
地局への通信）では、移動局が送信局となるため、限られた送信電力で増幅器の電力利用
効率を高く維持でき、ピーク電力の低いシングルキャリア方式（LTEではSC-FDMA(Single 
Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が採用されている）が有効とされて
いる。なお、ＳＣ－ＦＤＭＡはＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ（Discrete Fourier Transform Spr
ead Orthogonal Frequency Division Multiplexing）やＤＦＴ－ｐｒｅｃｏｄｅｄ　ＯＦ
ＤＭなどとも呼ばれる。
【０００３】
　ＬＴＥ－Ａでは、さらに周波数利用効率を改善させるために、送信電力に余裕のある端
末については、ＳＣ－ＦＤＭＡスペクトルを複数のサブキャリアから構成されるクラスタ
に分割し、各クラスタを周波数軸の任意の周波数に配置するＣｌｕｓｔｅｒｅｄ　ＤＦＴ
－Ｓ－ＯＦＤＭ（ダイナミックスペクトル制御(DSC:Dynamic Spectrum Control)、SC-ASA
(Single Carrier Adaptive Spectrum Allocation)などとも称される。）と呼ばれるアク
セス方式を新たにサポートすることが決定されている。さらに、受信処理にターボ等化を
前提に、各ユーザのスペクトル割当の際に周波数分割多重ではなく、伝搬路特性を優先し
て受信側で重複することを許容するスペクトル重複リソースマネジメント（SORM:Spectru
m-Overlapped Resource Allocation、非特許文献１では、Spectrum-Overlapped Resource
 Managementと書かれている）が提案されている（例えば、非特許文献１）。
【０００４】
　図９は、ＳＯＲＭの一例を示す図である。一般的に、接続する全ユーザの信号を検出可
能な上り回線に対してＳＯＲＭを適用するものとする。同図では、基地局装置（受信装置
、第２の通信装置）に同時に接続する移動局装置（送信装置、第１の通信装置）が２局で
ある場合を例としている。なお、全ユーザの信号を検出可能である場合は上り回線として
いるが、他のユーザを検出することが許容される場合には下り回線にも勿論適用できる。
図９において、第１の移動局装置１０１－１と、第２の移動局装置１０１－２（以下、第
１の移動局装置１０１－１、第２の移動局装置１０１－２を合わせて、移動局装置１０１
と表す。）が、それぞれ周波数軸上に信号を送信信号１０２－１、送信信号１０２－２の
ように配置して送信するものとする。それぞれの信号を基地局装置１０３が受信する。こ
のときの周波数軸上の受信信号１０４は、図９のようになるものとする。このとき、受信
信号１０４に含まれる、受信信号１０４の部分スペクトル１０４－Ａは移動局装置１０１
－１、１０１－２の両方が信号を配置したため、重複されて受信される。ＳＯＲＭでは、
このように重複された信号をターボ等化により分離することで、それぞれの移動局装置か
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らの送信信号を分離できる。
【０００５】
　ＳＯＲＭでは、ターボ等化技術により、部分スペクトルが重複したとしても各移動局装
置１０１からの信号を分離することができる。そのため、重複してもよいということを考
慮すれば伝搬路特性を優先して各移動局装置１０１に信号を伝送する周波数を割り当てる
ことができるようになり、伝送特性を高めることができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】K. Yokomakura, et. al., “A Spectrum-Overlapped Resource Allocat
ion in Dynamic Spectrum Control Technique” in Proc. IEEE PIMRC2008, Cannes, Fra
nce, Sept. 2008.
【非特許文献２】T. Ohnishi, et. al., “A Partial Spectrum Retransmission Scheme 
using a Dynamic Spectrum Control for Broadband Single Carrier Transmission Syste
ms”, in Proc. IEEE PIMRC2007, Athens, Greece, Sept. 2007.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＳＯＲＭはターボ等化が正しく収束しない、即ち、ターボ等化の１回目
の処理でシンボル間干渉（ISI:Inter-Symbol Interference）やユーザ間干渉（IUI:Inter
-User Interference）を抑圧できない場合には、そこからの改善が見られなくなるため、
何回繰り返しても信号を分離することができず、検出誤りとなる。このような検出誤りが
発生した場合に、同一データや前の伝送機会で送信したパケットや同一のパケットの冗長
ビットを送信することで受信品質を高める、あるいは誤り訂正能力を高めるハイブリッド
自動再送制御（HARQ:Hybrid Automatic Repeat-reQuest）が存在するが、ターボ等化が正
しく収束しない理由が重複した部分スペクトルであることを考慮すると、効率的な再送方
法とはいえない。
【０００８】
　一方、シングルキャリアの再送方法として、部分スペクトル再送制御（非特許文献２）
が提案されている。上記文献には、初送において伝搬路特性の著しく劣化した周波数の信
号スペクトルのみを再送するということが記載されているが、ＳＯＲＭに関して記載され
ておらず、ＳＯＲＭの特性劣化の原因が重複によるものであることを考慮すると、この文
献の方法を利用しても効率的な再送ができないという問題があった。
【０００９】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、同一時刻に少なくとも一部の
同一周波数を用いて信号を重複させて通信を行なう場合において、効率的な再送を可能と
する無線通信システム、通信制御装置、通信端末装置および制御プログラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の無線通信システムは、複数の第１の通信装置が第２の通信装置に対して無線信
号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無線通信シ
ステムであって、前記各第１の通信装置が前記第２の通信装置に対して再送信号を送信す
る場合は、初送信号の一部である部分スペクトルのみを前記第２の通信装置に対して送信
することを特徴としている。
【００１１】
　このように、各第１の通信装置が第２の通信装置に対して再送信号を送信する場合は、
初送信号の一部である部分スペクトルのみを第２の通信装置に対して送信するので、第１
の通信装置が同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号を重複させて通信を行
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なう場合において、効率的な再送を行なうことができる。
【００１２】
　（２）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記部分スペクトルは、前記各第１
の通信装置が初送信号を送信した際に重複した周波数に配置されたスペクトルであること
を特徴としている。
【００１３】
　このように、部分スペクトルは、各第１の通信装置が初送信号を送信した際に重複した
周波数に配置されたスペクトルであるので、第１の通信装置が同一時刻に少なくとも一部
の同一周波数を用いて信号を重複させて通信を行なう場合において、効率的な再送を行な
うことができる。
【００１４】
　（３）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記部分スペクトルは、前記第２の
通信装置において、前記各第１の通信装置から受信した無線信号の受信ＳＮＲ（Signal t
o Noise power Ratio）または受信ＳＩＮＲ（Signal to Interference plus Noise power
 Ratio）に基づいて設定されることを特徴としている。
【００１５】
　このように、部分スペクトルは、第２の通信装置において、各第１の通信装置から受信
した無線信号の受信ＳＮＲ（Signal to Noise power Ratio）または受信ＳＩＮＲ（Signa
l to Interference plus Noise power Ratio）に基づいて設定されるので、第２の通信装
置は、制御信号に含まれる初送時の信号から、重複した部分スペクトルを検出することが
できる。
【００１６】
　（４）また、本発明の無線通信システムにおいて、いずれかの前記第１の通信装置は、
いずれか他の前記第１の通信装置が使用する周波数とは重複しない周波数に配置された部
分スペクトルを前記第２の通信装置に対して送信することを特徴としている。
【００１７】
　このように、第１の通信装置は、いずれか他の第１の通信装置が使用する周波数とは重
複しない周波数に配置された部分スペクトルを第２の通信装置に対して送信するので、第
１の通信装置が同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号を重複させて通信を
行なう場合において、効率的な再送を行なうことができる。
【００１８】
　（５）また、本発明の無線通信システムにおいて、複数の第１の通信装置が第２の通信
装置に対して無線信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを
許容する無線通信システムであって、前記各第１の通信装置が前記第２の通信装置に対し
て再送信号を送信する場合は、再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトして前記第２
の通信装置に対して送信することを特徴としている。
【００１９】
　このように、各第１の通信装置が第２の通信装置に対して再送信号を送信する場合は、
再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトして第２の通信装置に対して送信するので、
第１の通信装置が同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号を重複させて通信
を行なう場合において、再送時に初送と同じ部分スペクトルが重複する確率が低くなるた
め、再送効率が高まる。
【００２０】
　（６）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記再送信号を周波数軸上でサイク
リックシフトする量は、前記第２の通信装置において、前記各第１の通信装置が初送信号
を送信した際に重複した周波数に配置されたスペクトルに基づいて決定されることを特徴
としている。
【００２１】
　このように、再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトする量は、第２の通信装置に
おいて、各第１の通信装置が初送信号を送信した際に重複した周波数に配置されたスペク
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トルに基づいて決定されるので、第１の通信装置が同一時刻に少なくとも一部の同一周波
数を用いて信号を重複させて通信を行なう場合において、再送時に初送と同じ部分スペク
トルが重複する確率が低くなるため、再送効率が高まる。
【００２２】
　（７）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記再送信号を周波数軸上でサイク
リックシフトする量は、前記第２の通信装置において、前記各第１の通信装置から受信し
た無線信号の受信ＳＮＲ（Signal to Noise power Ratio）または受信ＳＩＮＲ（Signal 
to Interference plus Noise power Ratio）に基づいて設定されることを特徴としている
。
【００２３】
　このように、再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトする量は、第２の通信装置に
おいて、各第１の通信装置から受信した無線信号の受信ＳＮＲ（Signal to Noise power 
Ratio）または受信ＳＩＮＲ（Signal to Interference plus Noise power Ratio）に基づ
いて設定されるので、第２の通信装置は、制御信号に含まれる初送時の信号から、重複し
た部分スペクトルを検出することができる。
【００２４】
　（８）また、本発明の無線通信システムにおいて、いずれかの前記第１の通信装置は、
いずれか他の前記第１の通信装置が使用する周波数とは重複しないように、再送信号を周
波数軸上でサイクリックシフトして前記第２の通信装置に対して送信することを特徴とし
ている。
【００２５】
　このように、いずれかの第１の通信装置は、いずれか他の第１の通信装置が使用する周
波数とは重複しないように、再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトして前記第２の
通信装置に対して送信するので、第１の通信装置が同一時刻に少なくとも一部の同一周波
数を用いて信号を重複させて通信を行なう場合において、再送時に初送と同じ部分スペク
トルが重複する確率が低くなるため、再送効率が高まる。
【００２６】
　（９）また、本発明の通信制御装置は、複数の通信端末装置が通信制御装置に対して無
線信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無線通
信システムに適用される通信制御装置であって、前記各通信端末装置から受信した無線信
号の復号結果に誤りがあるか否かを判定する判定部（データ検出・合成部、誤り検出部に
該当）と、前記判定の結果、誤りがあった場合は、前記各通信端末装置が初送信号を送信
した際に重複した周波数を検出する重複周波数検出部と、を備え、前記検出した周波数を
示す情報を、前記各通信端末装置に送信することを特徴としている。
【００２７】
　このように、通信制御装置が、判定の結果、誤りがあった場合は、前記各通信端末装置
が初送信号を送信した際に重複した周波数を検出するので、通信端末装置が同一時刻に少
なくとも一部の同一周波数を用いて信号を重複させて通信を行なう場合において、効率的
な再送を行なうことができる。
【００２８】
　（１０）また、本発明の通信端末装置は、複数の通信端末装置が通信制御装置に対して
無線信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無線
通信システムに適用される通信端末装置であって、前記通信制御装置から受信した応答信
号を検出する応答信号検出部と、前記検出した応答信号が、ＮＡＣＫ（Negative Acknowl
edge）である場合は、前記通信制御装置から受信した重複した周波数を示す情報に基づい
て、初送信号の一部である部分スペクトルを抽出する部分スペクトル抽出部と、を備え、
前記抽出した部分スペクトルのみを再送信号として前記通信制御装置に対して送信するこ
とを特徴としている。
【００２９】
　このように、通信端末装置は、検出した応答信号が、ＮＡＣＫ（Negative Acknowledge
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）である場合は、通信制御装置から受信した重複した周波数を示す情報に基づいて、初送
信号の一部である部分スペクトルを抽出し、抽出した部分スペクトルのみを再送信号とし
て通信制御装置に対して送信するので、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて
信号を重複させて通信を行なう場合において、効率的な再送を行なうことができる。
【００３０】
　（１１）また、本発明の通信制御装置は、複数の通信端末装置が通信制御装置に対して
無線信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無線
通信システムに適用される通信制御装置であって、前記各通信端末装置から受信した無線
信号の復号結果に誤りがあるか否かを判定する判定部と、前記判定の結果、誤りがあった
場合は、周波数軸上のサイクリックシフト量を算出するサイクリックシフト算出部と、を
備え、前記算出したサイクリックシフト量を示す情報を、前記各通信端末装置に送信する
ことを特徴としている。
【００３１】
　このように、通信制御装置が、判定の結果、誤りがあった場合は、周波数軸上のサイク
リックシフト量を算出し、算出したサイクリックシフト量を示す情報を、各通信端末装置
に送信するので、通信端末装置が、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号
を重複させて通信を行なう場合において、再送時に初送と同じ部分スペクトルが重複する
確率が低くなるため、再送効率が高まる。
【００３２】
　（１２）また、本発明の通信端末装置は、複数の通信端末装置が通信制御装置に対して
無線信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無線
通信システムに適用される通信端末装置であって、前記通信制御装置から受信した応答信
号を検出する応答信号検出部と、前記検出した応答信号が、ＮＡＣＫ（Negative Acknowl
edge）である場合は、前記通信制御装置から受信したサイクリックシフト量を示す情報に
基づいて、再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトを行なうモジュロ部と、を備え、
前記サイクリックシフトした再送信号を前記通信制御装置に対して送信することを特徴と
している。
【００３３】
　このように、通信端末装置は、検出した応答信号が、ＮＡＣＫ（Negative Acknowledge
）である場合は、通信制御装置から受信したサイクリックシフト量を示す情報に基づいて
、再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトを行ない、サイクリックシフトした再送信
号を通信制御装置に対して送信するので、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用い
て信号を重複させて通信を行なう場合において、再送時に初送と同じ部分スペクトルが重
複する確率が低くなるため、再送効率が高まる。
【００３４】
　（１３）また、本発明の制御プログラムは、複数の通信端末装置が通信制御装置に対し
て無線信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無
線通信システムに適用される通信制御装置の制御プログラムであって、前記各通信端末装
置から受信した無線信号の復号結果に誤りがあるか否かを判定する処理と、前記判定の結
果、誤りがあった場合は、前記各通信端末装置が初送信号を送信した際に重複した周波数
を検出する処理と、前記検出した周波数を示す情報を、前記各通信端末装置に送信する処
理と、の一連の処理を、コンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したこ
とを特徴としている。
【００３５】
　このように、通信制御装置が、判定の結果、誤りがあった場合は、各通信端末装置が初
送信号を送信した際に重複した周波数を検出し、検出した周波数を示す情報を、各通信端
末装置に送信するので、通信端末装置が同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて
信号を重複させて通信を行なう場合において、効率的な再送を行なうことができる。
【００３６】
　（１４）また、本発明の制御プログラムは、複数の通信端末装置が通信制御装置に対し
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て無線信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無
線通信システムに適用される通信端末装置の制御プログラムであって、前記通信制御装置
から受信した応答信号を検出する処理と、前記検出した応答信号が、ＮＡＣＫ（Negative
 Acknowledge）である場合は、前記通信制御装置から受信した重複した周波数を示す情報
に基づいて、初送信号の一部である部分スペクトルを抽出する処理と、前記抽出した部分
スペクトルのみを再送信号として前記通信制御装置に対して送信する処理と、の一連の処
理を、コンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴としてい
る。
【００３７】
　このように、通信端末装置は、検出した応答信号が、ＮＡＣＫ（Negative Acknowledge
）である場合は、通信制御装置から受信した重複した周波数を示す情報に基づいて、初送
信号の一部である部分スペクトルを抽出し、抽出した部分スペクトルのみを再送信号とし
て通信制御装置に対して送信するので、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて
信号を重複させて通信を行なう場合において、効率的な再送を行なうことができる。
【００３８】
　（１５）本発明の制御プログラムは、複数の通信端末装置が通信制御装置に対して無線
信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無線通信
システムに適用される通信制御装置の制御プログラムであって、前記各通信端末装置から
受信した無線信号の復号結果に誤りがあるか否かを判定する処理と、前記判定の結果、誤
りがあった場合は、周波数軸上のサイクリックシフト量を算出する処理と、前記算出した
サイクリックシフト量を示す情報を、前記各通信端末装置に送信する処理と、の一連の処
理を、コンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴としてい
る。
【００３９】
　このように、通信制御装置が、判定の結果、誤りがあった場合は、周波数軸上のサイク
リックシフト量を算出し、算出したサイクリックシフト量を示す情報を、各通信端末装置
に送信するので、通信端末装置が同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号を
重複させて通信を行なう場合において、再送時に初送と同じ部分スペクトルが重複する確
率が低くなるため、再送効率が高まる。
【００４０】
　（１６）本発明の制御プログラムは、複数の通信端末装置が通信制御装置に対して無線
信号を送信する際に使用する周波数の一部または全部が重複することを許容する無線通信
システムに適用される通信端末装置の制御プログラムであって、前記通信制御装置から受
信した応答信号を検出する処理と、前記検出した応答信号が、ＮＡＣＫ（Negative Ackno
wledge）である場合は、前記通信制御装置から受信したサイクリックシフト量を示す情報
に基づいて、再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトを行なう処理と、前記サイクリ
ックシフトした再送信号を前記通信制御装置に対して送信する処理と、の一連の処理を、
コンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴としている。
【００４１】
　このように、通信端末装置は、検出した応答信号が、ＮＡＣＫ（Negative Acknowledge
）である場合は、通信制御装置から受信したサイクリックシフト量を示す情報に基づいて
、再送信号を周波数軸上でサイクリックシフトを行ない、サイクリックシフトした再送信
号を通信制御装置に対して送信するので、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用い
て信号を重複させて通信を行なう場合において、再送時に初送と同じ部分スペクトルが重
複する確率が低くなるため、再送効率が高まる。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明により、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号を重複させて通信
を行なう場合において、効率的な再送を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００４３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る再送方法の概念の一例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動局装置１０１の構成の一例を示すブロック図
である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る基地局装置１０３の構成の一例を示すブロック図
である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るデータ検出・合成部２１－１～２１－Ｕの構成の
一例を示すブロック図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る再送方法の概念の一例を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る移動局装置１０１の構成の一例を示すブロック図
である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る基地局装置１０３の構成の一例を示すブロック図
である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係るサイクリックシフト設定方法を具体的に示す概念
図である。
【図９】ＳＯＲＭの一例を示す図である。
【図１０】移動局装置１０１の基本構成の一例を示すブロック図である。
【図１１】基地局装置１０３の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態では
、ＳＯＲＭを前提として説明をするが、例えば、ＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Ou
tput）など、同一時刻に少なくとも一部の同一周波数を用いて信号を重複させて通信を行
なう方法であれば本発明を適用できる。
【００４５】
　図１０は、移動局装置１０１の基本構成の一例を示すブロック図である。まず、移動局
装置１０１は基地局装置１０３から下り回線で通知された制御信号をアンテナ１１１で受
信し、無線受信部１１２により、ベースバンド信号にダウンコンバートし、Ａ／Ｄ変換す
る。得られたベースバンド信号から、制御信号検出部１１３により、データ信号を生成す
るために必要な変調方式や符号化率に関する情報（ＭＣＳ）や、参照信号の系列に関する
情報、周波数割当情報などを検出する。
【００４６】
　これら得られた制御情報に基づき、まずデータ信号生成部１１４により、送信するデー
タの周波数信号を生成する。データ信号生成部１１４では、ＭＣＳに関する情報に基づい
て情報ビット列が誤り訂正符号化され、ＱＰＳＫや１６ＱＡＭなどの変調シンボルが生成
され、ＤＦＴにより周波数信号に変換される。次に、参照信号の系列に関する情報に基づ
いて参照信号生成部１１５により伝搬路推定用の参照信号（ＲＳ）が生成され、参照信号
多重部１１６においてデータ信号と多重される。次に、周波数割当部１１７により通知さ
れた周波数割当情報に基づいて周波数に配置され、ＩＦＦＴ部１１８により時間信号に変
換される。その後、ＣＰ挿入部１１９により、時間信号の後方の一部を前方にコピーする
。その後、無線送信部１２０において、Ｄ／Ａ変換し、無線周波数にアップコンバートし
た後、アンテナ１１１から送信する。
【００４７】
　図１１は、基地局装置１０３の構成を示すブロック図である。ここでは、Ｕ局の移動局
装置１０１が基地局装置１０３と接続しているものとする。アンテナ２０１で受信した受
信信号は、無線受信部２０２により、ベースバンド信号に変換された後、ディジタル信号
に変換される。その後、ＣＰ除去部２０３によりＣＰを除去し、ＦＦＴ部２０４により周
波数信号に変換される。次に、多重されている各移動局装置１０１の参照信号を参照信号
分離部２０５により分離し、伝搬路特性・雑音電力推定部２０６－１～２０６－Ｕにより
伝搬路特性と、雑音電力を推定する。ここで、移動局装置１０１毎に処理が必要なユニッ
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トについては、＊－１～＊－Ｕのように標記している。また、雑音には、回路内で生じる
熱雑音や他の移動局装置１０１の通信による干渉も含む。
【００４８】
　参照信号を分離された受信信号は、信号キャンセル部２０７により、無線伝搬路の遅延
波に起因して生じるシンボル間干渉（ＩＳＩ）、および異なる移動局装置１０１の信号に
起因した干渉であるユーザ間干渉（ＩＵＩ）を除去する。ただし、１回目の処理では、Ｉ
ＳＩやＩＵＩに関する情報が未知であることから何もキャンセルされない。その後、周波
数デマッピング部２０８により各移動局装置１０１の信号を分離する。その後、データ検
出部２０９－１～２０９－Ｕにより送信データを検出する。データ検出部２０９－１～２
０９－Ｕでは、ＩＳＩおよびＩＵＩに関する残留干渉成分の抑圧と、希望信号の合成を行
なう等化処理の後、ＩＤＦＴにより時間領域に変換し、符号ビットの受信信号（ＬＬＲ）
に分解され、誤り訂正復号が行なわれる。即ち、データ検出部２０９－１～２０９－Ｕか
ら情報ビットおよび符号ビットのＬＬＲが出力される。
【００４９】
　まず、得られた符号ビットのＬＬＲは、軟推定生成部２１０－１～２１０－Ｕにおいて
、各移動局装置１０１からの受信信号の振幅の期待値（以後、軟推定と称する。）が出力
され、再び信号キャンセル部２０７に入力される。軟推定生成部２１０－１～２１０－Ｕ
では、符号ビットのＬＬＲから、ソフトレプリカと呼ばれる各変調シンボルの振幅の期待
値を算出し、ＤＦＴにより周波数信号に変換し、各移動局装置１０１が送信する際に割り
当てた周波数と同一の周波数に信号をマッピングする。その後、伝搬路特性・雑音電力推
定部２０６－１～２０６－Ｕにより推定された伝搬路特性を乗算することで軟推定を算出
している。この信号キャンセル部２０７、周波数デマッピング部２０８、データ検出部２
０９－１～２０９－Ｕ、軟推定生成部２１０－１～２１０－Ｕの一連の処理の繰り返しが
ターボ等化技術と一般的に称され、これを任意の回数、所望の回数、或いは検出誤りがな
くなるまで繰り返し、データ検出部２０９－１～２０９－Ｕから出力された情報ビットの
ＬＬＲを硬判定することで、復号ビットを得る。
【００５０】
　一方で、伝搬路特性・雑音電力推定部２０６－１～２０６－Ｕで推定された各移動局装
置１０１の伝搬路特性から算出されるＭＣＳや周波数割当、その他の制御を目的とする参
照信号系列を示す情報や応答信号などの制御情報を制御情報生成部２１１－１～２１１－
Ｕにより生成し、無線送信部２１２においてＤ／Ａ変換、無線周波数へのアップコンバー
トが行なわれた後、アンテナ２０１から各移動局装置１０１に送信される。
【００５１】
　このように、ＳＯＲＭでは、信号キャンセル部２０７から軟推定生成部２１０－１～２
１０－Ｕまでで構成されるターボ等化技術により、部分スペクトルが重複したとしても各
移動局装置１０１からの信号を分離することができる。そのため、重複してもよいという
ことを考慮すれば伝搬路特性を優先して各移動局装置１０１に信号を伝送する周波数を割
り当てることができるようになり、伝送特性を高めることができる。
【００５２】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る再送方法の概念の一例を示す図である。ここで
は、周波数信号の様子を例とし、同時に基地局装置１０３と接続する移動局装置数を２と
する。まず、第１の移動局装置１０１－１と第２の移動局装置１０１－２は、送信信号１
および送信信号２のように信号を周波数軸上に配置し、送信する（これを初送と呼ぶ）。
このときの受信信号３は、図１のように表され、部分スペクトル４は重複して受信されて
いる。
【００５３】
　ここで、第１の移動局装置１０１－１および第２の移動局装置１０１－２の復号ビット
の誤り（信号検出誤り）があったものとする。このとき、第１の移動局装置１０１－１お
よび第２の移動局装置１０１－２は再送処理を行なうことになるが、信号の検出誤りの原
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因が重複した部分スペクトル４であるため、重複していた部分スペクトル４のみを再送す
る。すなわち、初送時の部分スペクトル４の位置に配置されている部分スペクトルのみを
配置したもの（再送信号５、７の部分スペクトル６、８）のみを再送する。さらにこのと
き、他の移動局装置１０１と重複しないように部分スペクトルのみを配置して送信するこ
とも可能とする。これにより、再送の効率が高まる。
【００５４】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る移動局装置１０１の構成の一例を示すブロック
図である。図２において、図１０の構成に対して、再送処理を行なえるよう応答信号検出
部１１、再送信号生成部１２、部分スペクトル抽出部１３、初送／再送切替部１４を追加
しており、本実施形態の特徴は、部分スペクトル抽出部１３である。なお、図１０と同じ
符号が付してあるユニットについては、図１０で述べた機能と同一であるため、説明を省
略する。ここでは、後述するが基地局装置１０３において制御情報に応答信号と重複した
スペクトルの周波数に関する情報が多重されているものとしている。
【００５５】
　情報ビット列はデータ信号生成部１１４に入力されると同時に、再送信号生成部１２に
入力される。制御信号検出部１１３から検出された応答信号は、応答信号検出部１１に入
力され、ＡＣＫかＮＡＣＫかを判断する。得られたＡＣＫおよびＮＡＣＫの情報は再送信
号生成部１２および初送／再送切替部１４に入力される。再送信号生成部１２では、応答
信号検出部１１による応答信号がＮＡＣＫであれば前の伝送機会で送信した情報ビット列
から同一の周波数信号を生成し、部分スペクトル抽出部１３に入力される。部分スペクト
ル抽出部１３では、制御信号に含まれる初送時の信号で、重複したスペクトルの周波数に
関する情報に基づいて重複した部分スペクトルを抽出する。なお、重複したスペクトルが
どの周波数であるかは、基地局装置１０３における移動局装置１０１からの受信信号の受
信信号対雑音電力比（SNR:Signal to Noise power Ratio）に基づいても良い。さらに、
雑音に干渉を含んだＳＩＮＲ（Signal to Interference plus Noise power Ratio）に基
づいても良い。
【００５６】
　これを、初送／再送切替部１４に入力し、初送／再送切替部１４では応答信号がＡＣＫ
の場合ではデータ信号生成部１１４からの信号を参照信号多重部１１６に入力し、ＮＡＣ
Ｋの場合は、部分スペクトル抽出部１３から出力された部分スペクトルの再送信号を参照
信号多重部１１６に入力するよう切り替える。ここでは、情報ビット列から再送信号を再
び生成するような構成を一例としているが、前の伝送機会で送信した送信データと同一の
信号を生成するので、前の伝送機会における送信データをバッファしておく機能を有する
機能ブロックを再送信号生成部１２と置き換えてもよい。
【００５７】
　図３は、本発明の第１の実施形態に係る基地局装置１０３の構成の一例を示すブロック
図である。基本的には、図１１と同じ構成だが、再送信号を合成する手段も含めて図１１
のデータ検出部２０９－１～２０９－Ｕをデータ検出・合成部２１－１～２１－Ｕ（以下
、データ検出・合成部２１－１～２１－Ｕを合わせて、データ検出・合成部２１と表す。
）に置き換えている。また、復号ビット列が正しいかを検出する誤り検出部２２－１～２
２－Ｕ、重複したスペクトルの周波数に関する情報を検出する重複周波数検出部２３－１
～２３－Ｕ、正しく復号できた場合にＡＣＫおよび復号結果に誤りがある場合にＮＡＣＫ
とする応答信号生成部２４－１～２４－Ｕが図１１と異なる点であり、本実施形態の特徴
は重複周波数検出部２３－１～２３－Ｕである。
【００５８】
　各移動局装置１０１からの受信信号は、データ検出・合成部２１－１～２１－Ｕにより
初送であれば図１１のデータ検出部２０９－１～２０９－Ｕと同じ処理を行ない、再送信
号であれば、初送時の受信信号との合成を行なう。データ検出・合成部２１－１～２１－
Ｕから出力された復号ビット列は誤り検出部２２－１～２２－Ｕにより復号結果が正しい
か否かが判定され、その判定結果が重複周波数検出部２３－１～２３－Ｕおよび応答信号
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生成部２４－１～２４－Ｕに入力される。重複周波数検出部２３－１～２３－Ｕでは、誤
りが検出された場合に、重複した部分スペクトルの周波数位置が出力され、応答信号生成
部２４－１～２４－ＵではＡＣＫあるいはＮＡＣＫが出力される。制御情報生成部２１１
－１～２１１－Ｕにそれぞれ入力する。次に、データ検出・合成部２１－１～２１－Ｕに
ついて説明する。
【００５９】
　図４は、本発明の第１の実施形態に係るデータ検出・合成部２１－１～２１－Ｕの構成
の一例を示すブロック図である。基本的に、どの移動局装置１０１のデータ検出・合成部
２１も同一であるため、ここではＵ番目の移動局装置１０１のデータ検出・合成部２１－
Ｕとして説明する。データ検出・合成部２１－Ｕは、等化部３１－Ｕ、初送信号保持部３
２－Ｕ、合成部３３－Ｕ、切替部３４－Ｕ、ＩＤＦＴ部３５－Ｕ、復調部３６－Ｕ、復号
部３７－Ｕから構成される。周波数デマッピング部２０８より入力された信号は、等化部
３１－Ｕにより、信号の等化が行なわれる。等化後の信号は、もし受信信号が初送信号で
あれば初送信号保持部３２－Ｕにより復号ビットが正しく検出されるまで保持される。ま
た、もし再送信号であれば、初送信号保持部３２－Ｕにより保持されている初送時の送信
信号を呼び出し、合成部３３－Ｕにより信号を合成する。このとき、再送信号は少なくと
も初送信号の周波数帯域幅以下の帯域幅の部分スペクトルであるため、周波数位置を合わ
せて合成する。
【００６０】
　次に、部分スペクトルの合成法について述べる。初送におけるサブキャリア数をＮＤＦ

Ｔ、再送に使用した部分スペクトルを、初送信号のｍからＭ番目の部分スペクトルとする
。このとき、等化後の信号を単純に加算する場合、合成された周波数信号は、次式で表さ
れる。
【００６１】
【数１】

　式（１）において、Ｓｃｏｍ（ｋ）は、ｋ番目のサブキャリアの合成後の振幅、Ｓｅｓ

ｔ
ｆは、ｋ番目のサブキャリアの初送信号の振幅、Ｓｅｓｔ

Ｒｅは、ｋ番目のサブキャリ
アの再送信号の振幅である。また、サブキャリアのインデックスは、信号が実際に配置さ
れた周波数から、希望信号が割り当てられた周波数信号だけを抽出するデマッピング処理
を行なった後の仮想的な周波数インデックスである。このように、合成することで、重複
したスペクトルのみ再送・合成することで、効率的な再送が可能となる。なお、合成法と
しては、単純な加算でもよいし、初送信号と再送信号の各離散周波数のスペクトルの振幅
について、振幅の大きさが大きい方を選択する方法でもよいし、最大比合成のような重み
づけ合成を行なってもよい。また、本実施形態では、重複したスペクトルに関する情報（
周波数インデックスなど）を通知したが、予め決まったパターンで、部分スペクトルを再
送してもよい。この場合は、特に通知する必要はない。
【００６２】
　［第２の実施形態］
　第１の実施形態は、重複した部分スペクトルのみを再送時に再配置して送信する方法に
ついて開示したが、第２の実施形態では、周波数スペクトルを周波数軸でサイクリックシ
フト（モジュロ、剰余）することで、重複する部分スペクトルを再配置する。
【００６３】
　図５は、本発明の第２の実施形態に係る再送方法の概念の一例を示す図である。同図に
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示されるように、再送時に周波数信号をサイクリックシフトする。ここでは、重複する周
波数に配置されていた部分スペクトル４が、それぞれ第１の移動局装置１０１－１の再送
信号４１では部分スペクトル４２、第２の移動局装置１０１－２の再送信号４３では部分
スペクトル４４に配置されるようにサイクリックシフトしたものとする。これにより、再
送時に初送と同じ部分スペクトルが重複する確率が低くなるため、再送効率が高まる。
【００６４】
　図６は、本発明の第２の実施形態に係る移動局装置１０１の構成の一例を示すブロック
図である。基本的には図２の構成と同じだが、図２の部分スペクトル抽出部１３がモジュ
ロ部５１になっており、これが本実施形態の特徴である。否定応答を検出した場合には、
モジュロ部５１により、制御信号検出部１１３により検出されたサイクリックシフト量と
再送信号生成部１２から出力された初送信号と同じ周波数信号にサイクリックシフトを与
える。ｕ番目の移動局装置１０１に与えられるサイクリックシフト量をＫ（ｕ）、ｕ番目
の移動局装置１０１の元の信号帯域幅をＮＤＦＴ（ｕ）とすると、サイクリックシフトし
たｋ番目の周波数における周波数信号の複素数で表される振幅Ｓｃｙｃ（ｕ，ｋ）は式（
２）で表される。
【００６５】
【数２】

　ただし、ｋは０からＮＤＦＴ（ｕ）－１までの自然数、Ｓ(ｕ，ｋ)はｕ番目の移動局装
置１０１の元の周波数信号のｋ番目の周波数における周波数信号の複素数で表される振幅
である。
【００６６】
　後述するサイクリックシフト算出部６１－１～６１－Ｕでは、式（２）の処理が出来る
ようＫ（ｕ）を原則として移動局装置１０１毎に設定する。この設定方法としては、原則
として初送で重複した部分スペクトルが再送時に重複しないようにする。なお、重複した
スペクトルがどの周波数であるかは、基地局装置１０３における移動局装置１０１からの
受信信号の受信信号対雑音電力比（SNR:Signal to Noise power Ratio）に基づいてもよ
い。さらに、雑音に干渉を含んだＳＩＮＲ（Signal to Interference plus Noise power 
Ratio）に基づいてもよい。これにより、ＳＯＲＭにおける再送効率が高まる。また、本
実施形態はサイクリックシフトだが、ミラーリングのように、周波数配置を初送信号の周
波数順を反転させてもよい。
【００６７】
　図７は、本発明の第２の実施形態に係る基地局装置１０３の構成の一例を示すブロック
図である。基本的には図３の構成と同一であるが、モジュロするための、サイクリックシ
フト算出部６１－１～６１－Ｕが追加されており、これが本実施形態のポイントである。
サイクリックシフト算出部６１－１～６１－Ｕでは、重複周波数検出部２３－１～２３－
Ｕで検出された重複している周波数の情報から、サイクリックシフトする量を算出する。
このサイクリックシフトする量は、全移動局装置１０１で同時に同じだけの量に設定して
もよいし、移動局装置１０１ごとに決定してもよい。ここでは、その設定方法の一例につ
いて説明する。まず、ある移動局装置１０１において、デマッピング後の仮想的なサブキ
ャリアのｐ番目からＰ番目の周波数信号が他の移動局装置１０１と重複したものとする。
この場合、ｐ番目からＰ番目の周波数信号が再送で重複しない可能性が高くなるよう、ｐ
だけサイクリックシフトするように設定する。
【００６８】
　図８は、本発明の第２の実施形態に係るサイクリックシフト設定方法を具体的に示す概
念図である。なお、本発明は重複したスペクトルを高い精度で再送することを本質として
いるため、重複したスペクトルが再び重複する確率を低くするような再送方法は本発明に
含まれる。データ検出・合成部２１の基本的な構成については、図４と同一であるが、合
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成処理は、モジュロによりサイクリックシフトしたスペクトルを元の順番に戻した上で、
合成を行なう。なお、この合成処理については、具体的に記載していないが、スペクトル
を元に戻し、初送信号と再送信号を合成するというのは技術的常識であり、本発明の本質
は、ＳＯＲＭにおいて再送する際に重複したスペクトルが再送時になるべく重複しないよ
う制御または重複する確率を低くすることである。なお、これまで述べた実施形態はＳＯ
ＲＭを前提としたが、複数の移動局装置１０１からの信号を空間多重するマルチユーザＭ
ＩＭＯにも勿論適用できる。
【００６９】
　本発明に関わる移動局装置１０１および基地局装置１０３で動作するプログラムは、本
発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コ
ンピュータを機能させるプログラム）である。そして、これら装置で取り扱われる情報は
、その処理時に一時的にＲＡＭに蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必
要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納す
る記録媒体としては、半導体媒体（例えば、ROM、不揮発性メモリカード等）、光記録媒
体（例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フレキシ
ブルディスク等）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行するこ
とにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基
づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して
処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
【００７０】
　また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させた
り、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送した
りすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。ま
た、上述した実施形態における移動局装置１０１および基地局装置１０３の一部、または
全部を典型的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。移動局装置１０１および
基地局装置１０３の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を
集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、また
は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集
積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
【００７１】
　以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実
施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の
範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７２】
１、２　送信信号
３　受信信号
４　部分スペクトル
５、７　再送信号
６、８　部分スペクトル
１１　応答信号検出部
１２　再送信号生成部
１３　部分スペクトル抽出部
１４　初送／再送切替部
２１、２１－１～２１－Ｕ　データ検出・合成部
２２－１～２２－Ｕ　誤り検出部
２３－１～２３－Ｕ　重複周波数検出部
２４－１～２４－Ｕ　応答信号生成部
３１－Ｕ　等化部
３２－Ｕ　初送信号保持部
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３３－Ｕ　合成部
３４－Ｕ　切替部
３５－Ｕ　ＩＤＦＴ部
３６－Ｕ　復調部
３７－Ｕ　復号部
４１、４３　再送信号
４２、４４　部分スペクトル
５１　モジュロ部
６１－１～６１－Ｕ　サイクリックシフト算出部
１０１、１０１－１、１０１－２　移動局装置
１０２－１、１０２－２　送信信号
１０３　基地局装置
１０４　受信信号
１０４－Ａ　部分スペクトル
１１１　アンテナ
１１２　無線受信部
１１３　制御信号検出部
１１４　データ信号生成部
１１５　参照信号生成部
１１６　参照信号多重部
１１７　周波数割当部
１１８　ＩＦＦＴ部
１１９　ＣＰ挿入部
１２０　無線送信部
２０１　アンテナ
２０２　無線受信部
２０３　ＣＰ除去部
２０４　ＦＦＴ部
２０５　参照信号分離部
２０６　伝搬路特性・雑音電力推定部
２０７　信号キャンセル部
２０８　周波数デマッピング部
２０９－１～２０９－Ｕ　データ検出部
２１０－１～２１０－Ｕ　軟推定生成部
２１１－１～２１１－Ｕ　制御情報生成部
２１２　無線送信部
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